
各分会長 様 

 職場の同僚にお渡しください。 

 

 

 
 
 

「確認書」提出の中止を要求！ 
 

入試採点問題に関して、先週末から県教委が「確認書」の提

出を求めている問題で、執行委員会で話し合った結果、本日、

「確認書の提出中止」を求める要求書を提出しました。 
 

要求書の提出直前、「確認書」提出は義務なのか協力なのか

を質問した所、県教委は「提出しないことは想定していない」に

終始し、義務であるとの明言を避けました。 
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確認書提出に関する要求書 
 

貴委員会が５月１２日までという短期間で提出を求めている確認書について
は、５月７日に「県教委が行っている入試の採点誤りの関係職員への聞き取りが
終了したことの確認や、対象者にもれなく聞き取りしたことを確認するため」と
の説明を受けました。 

しかし、口頭指示により学校長を通じて提出を求めたとする確認書は、誤りの
事実を認める内容や誤りに関する認識（反省）、誤り防止に関する県への要望を
記述することになっているため、職場の教員は大変困惑しています。 

高教組としては、以前より、今回の入試採点ミスの根本的な原因がシステム自
体にあることは、要求書でも申し上げてきた次第です。 

さらには、今回提出を求めている確認書が、誰に向けて提出すべきものなの
か、何を目的としているものなのか、教職員に対してこのような文書の提出を求
めるに至った経過も含めて、全く説明がありません。 

よって、以下の点を強く要求します。すみやかに回答願います。 
 
     １．確認書の提出を即刻中止すること。 

本日提出した要求書の内容 
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